
第１７回町田市農業委員会総会議事録 

1 

 

第１７回町田市農業委員会総会議事録 

（２０２０年７月２２日） 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局課長 

 

議 長 

 

議 長 

 

尾 作 委 員 

広 瀬 委 員 

石 阪 委 員 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局課長 

議 長 

ただ今から、第１７回 町田市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

本日の署名委員は８番・尾作委員、９番・若林委員を指名致し

ます。 

それでは議案の審議に入ります。 

日程第１、議案第３５号「生産緑地に係る農業の主たる従事者

についての証明について」別紙により上程します。 

別紙につきましては、事務局課長より内容の説明をいたさせま

す。 

（３件の従事者証明の申出者、申出の生産緑地、申出の理由につ

いて説明） 

暫時、休憩いたします。 

（ 休    憩 ） 

再開いたします。ご確認いただいた委員から報告をお願いしま

す。 

（申請者、申請理由、申出の生産緑地について詳細を説明 ） 

（申請者、申請理由、申出の生産緑地について詳細を説明 ） 

（申請者、申請理由、申出の生産緑地について詳細を説明 ） 

ありがとうございました。議案の説明は終わりました。これよ

り質疑に入ります。何か質問はありませんか。 

ないようですので、以上で本議案に対する質疑を終わりにしま

す。 

これより採決に入ります。本議案のとおり証明することに賛成

の委員諸君の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員であります。よって本議案のとおり証明することに決

します。 

続いて日程第２、議案第３６号「農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画について」別紙により上程いたします。 

別紙につきましては、事務局課長より内容の説明をいたさせま

す 

（申請者、申請の農地、申請理由について説明） 

事務局担当者より農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
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山 下 委 員 

の流れなどについて概要説明をいたさせます。 

（農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の流れについて

概要説明） 

暫時、休憩いたします。 

（ 休    憩 ） 

再開いたします。議案の説明は終わりました。ご確認いただい

た委員から報告をお願いいたします。 

７月１４日に現地に確認に行きました。非常によく耕作してい

ます。草取りもよくやっています。山の水が入り込む場所を里芋

でガードし、横に落花生やねぎを育てています。農作業歴が研修

農場で２年３か月ということだが、よくここまでやっていると感

心しました。気持ちのいい畑でした。 

 研修農場フォロー研修の場所で耕作しているのを見ていまし

た。よくやっています。野菜は宅配で売っていて、徐々に販路を

拡大したいそうです。 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

何か質問はありませんか。 

ないようですので、以上で本議案に対する質疑を終わりにしま

す。 

これより採決に入ります。本議案のとおり、農用地利用集積計

画を定めるべきことを市長に対し要請することに賛成の委員諸君

の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員であります。よって本議案のとおり、農用地利用集積

計画を定めるべきことを市長に対し要請することに決します。 

続いて、町田市農業委員会会長専決規程に基づく専決事項およ

び報告事項について、事務局課長に一括報告いたさせます。 

専決事項（農地法４条１件、５条１６件、納税猶予に関する適

格者証明書１件、引き続き農業経営を行っている旨の証明書１０

件） 

報告事項（農地法第１８条第６項の規定による通知について 

１件） 

暫時、休憩いたします。 

（ 休    憩 ） 

再開いたします。報告は終わりました。何かご質問はありませ

んか。 

専決事項報告４の引続き農業経営を行っている旨の証明書の発
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議 長 

行についてですが、記載のある期間での証明書を発行したという

理解で良いですか。 

はい。発行したものの報告です。納税猶予を受けている人が３

年ごとに税務署に提出する書類です。 

他に質問はありませんか。何もないようですので、以上をもち

まして本会議を閉会いたします。 

 


